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平成２６年６月定例会 

市長提出議案及び市長提出追加議案 
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質疑通告者一覧 

 

【議案第４３号  平成２６年度久喜市一般会計補正予算（第２号）について】 

   通告第 １ 号 田中 勝 議員 ･････････････････････････････････････････････ １ 

通告第 ５ 号 川辺美信 議員 ･････････････････････････････････････････････ １ 

通告第 ６ 号 宮﨑利造 議員 ･････････････････････････････････････････････ １ 

 

【議案第４４号  久喜市税条例の一部を改正する条例】 

通告第 ４ 号 石田利春 議員 ･････････････････････････････････････････････ ２ 

通告第 ５ 号 川辺美信 議員 ･････････････････････････････････････････････ ２ 

 

【議案第４９号  調停の申立て等について】 

   通告第 ２ 号 猪股和雄 議員 ･････････････････････････････････････････････ ３ 

   通告第 ３ 号 春山千明 議員 ･････････････････････････････････････････････ ３ 
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○ 通告第１号 田中 勝 議員 

（１）１０ページ ６款農林水産業費 

   事業番号１２ 被災農業者向け経営体育成支援事業 

   事業番号１３ 農作物災害緊急対策事業 

大雪の被害について、当事者のお話しによると「９割が補助されるが、借りたハウス

については補助されない。」という。※【市は、４月７日に国の説明会に出席し、翌８日

にその内容を対象者に説明】 

   報道（６／４）によると、補助事業を所管する農林水産省就農・女性課は「補助は営

農活動をしている所有者に限られる。リースしている場合は不動産業とみなされるため

対象外となる。」と示している。市は、これに順じたものと考えるが、高齢化等に伴い離

農者が増える中、積極的に営農活動を進める農業者に対するこの対応は、厳しすぎると

思うが、いかがお考えか。 

また、県は「来年３月までの完全復旧は厳しいが、補助から外れる農家には別の支援

策を提案したい。」と、示している。久喜市においても、この様な柔軟な発想が出来ない

ものか。 

 

 

 

○ 通告第５号 川辺美信 議員 

（１）予算書Ｐ１０～１１ ６款農林水産業費、３農業振興費 

被災農業者向け経営体育成支援事業及び農作物災害緊急対策事業について 

農地を借りて営農している農家への補助金はどのようになりますか。 

 

 

 

○ 通告第６号 宮﨑利造 議員 

（１）Ｐ１０ １２ 被災農業者向け経営体育成支援事業について 

ア ２月１４・１５日の降雪被害農家戸数は何軒か。 

  イ 農業施設の再建について、資材購入及び建設が年度内に完成しない場合、補助金の

次年度への繰越は可能なのか。 

議案第４３号 
平成２６年度久喜市一般会計補正予算（第２号）につい

て 
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○ 通告第４号 石田利春 議員 

  （１）この税条例の改正をする議案は、久喜市税条例（法人税割の税率）第３４条の４ 法

人税割の税率、１００分の１３.３を１０.７にし２.６減らすものである。改定の理由を

伺う。 

（２）法人税割引き下げによる交付税への影響はどのようになるか伺う。 

 

 

 

○ 通告第５号 川辺美信 議員 

  （１）減税に伴い、久喜市の財政に与える影響はどうなりますか。 

 

 

議案第４４号 久喜市税条例の一部を改正する条例 
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○ 通告第２号 猪股和雄 議員 

  （１）市の損害金１５３１万７０００円の内訳を、一覧表で明らかにされたい。 

（２）平成１８年以降の協議経過を明らかにされたい。 

   ２５年度中の協議経過を月日を追って説明されたい。 

（３）なぜ「訴訟」を提起せずに、民事調停の申し立てで対応すると判断したのか。 

（４）民事調停によると判断したことは、田中市長は“全額を弁済させる考えがないのでは

ないか”という指摘があるが、いかがか。 

（５）訴訟に移行するかどうかは、どのような判断基準によるか。 

時期的、または金額的な基準について、どう考えるか。 

      

 

 

○ 通告第３号 春山千明 議員 

  （１）２の内容及び申し立ての趣旨の中「１５，３１７，０００円の支払いを求め、協議を

進めてきた」とありますが、実際この議案を出すに至るまでの協議の経過をお伺いしま

す。 

（２）３の中「本調停において目的を達することができず、又は必要があるときは」の「必

要があるとき」とはどんなときを想定していますか、お伺いします。 

（３）３の内容に至る可能性はどのくらいだとみているのかお伺いします。 

 

 

 

議案第４９号 調停の申立て等について 


